
高齢者生活福祉センター（生活支援ハウス）入所手続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 歳以上のお一人暮らし又はご夫婦暮らしの方 

・長与町内に住所を有する方 

・自立～要介護２ 

・自宅での生活に不安のある方 

役場福祉課へ申請 

ご自宅調査／施設との面談 

入所判定会議 

結果通知 

入所不可 入所決定 

・ご本人の状況把握 

・日常生活、動作確認 

・契約手続き 

・入所 


